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災害時における羽越河川国道事務所所管施設等の緊急的な災害応

急対策業務（荒川下流左岸地区）に係る技術資料の公募について

標記について、 下記により技術資料を公募する。

なお、 技術資料が提出されても、 記2. の「技術資料の提出を求める対象者」以外の者

及び記3. (3) -1)の「欠格要件」のある者については、 協定締結の相手方として指名しな

いものとする。 また、 多数の応募者がある場合は、 記 3. (3) -2) の「技術的要件等」を審

査して、 協定締結の相手方として指名しないことがある。

1 . 業務概要

令和5年8月1日

北陸地方整備局

羽越河川国道事務所長 澤山 雅則

記

(1)業 務名

(2)業務場所

令和5 · 6年度災害時における羽越河川国道事務所所管施設等の緊

急的な災害応急対策業務（荒川下流左岸地区）

羽越河川国道事務所管内（荒川直轄管理区間下流左岸 河川区域）

(3)業務内容 本業務は、 災害時における羽越河川国道事務所所管施設等の緊急的

(4)工 期

(5)その他

な災害応急対策 に関する支援を本公募により締結する協定に基づき実

施するものである。

令和5年1 0月1日から令和7年9月3 0日まで

待機指示を行った場合の待機補償を行う。

2. 技術資料の提出を求める対象者

次の全ての条件を満たさなければならない。

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該

当しない者であること。

(2) 北陸地方整備局（港湾空港関係事務に関することを除く。）における令和5 .

6年度一 般競争参加資格者で一 般土木工事B又はC等級の認定を受けていること。

（会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、 手続開始の決定後、 北陸地方整備局長が別に定める

手続に基づく一 般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に







（別紙）

評価項目 選定の着目点 ３A ２Ａ Ａ Ｂ Ｃ

①地理的条件 (1) 本社の所在地
ｲ)新潟県村上・新発田地域（村上・新発田地域
振興局管内）に本社がある。

②施工実績
(1) 同種工事の施工実績

（過去15年間）
ｲ)平成２０年度以降に元請として羽越河川国道
事務所発注の施工実績がある。

ﾛ)実績無し。

(1) 同種工事の工事経験を有
する会社の技術者数

ｲ)平成２０年度以降に元請として羽越河川国道
事務所発注の工事経験を有し且つ、資格を有
する技術者が5名以上いる。

ﾊ）工事経験がない
又は資格を有する
技術者がいない。

(2)河川技術者資格の登録者
数

ｲ)河川維持管理
技術者の資格を
有する技術者が1
名以上いる。

ﾛ)河川点検士の資格を有する技術者が１名以
上いる。

(1) 安全管理に関する表彰
（過去２年間）

ｲ)北陸地方整備局発注工事（港湾空港関係事
務に関することを除く。）における令和３年度、４
年度（表彰年度）の表彰有り。

(2) 建退協の加入状況 ｲ）加入している。

ﾛ)平成２０年度以降に元請と
して羽越河川国道事務所発
注の工事経験を有し且つ、資
格を有する技術者が5名未
満。

ﾊ)ﾛ）ｲ）以外

ﾆ)表彰を受けた翌日から技
術資料の提出期限日まで
に、文書注意、警告又は指名
停止の措置を受けた場合。
ﾎ)表彰無し。

ﾍ)加入していない。 

⑤工事成績

北陸地方整備局発注工事(港
湾空港関係事務に関すること
を除く)における令和２年度、
３年度の一般土木工事の工
事成績評定の平均点。
JV時及び単体時の工事成績
も評価の対象とする。

ｲ）８０点以上。
ﾛ）７５点以上８０
点未満。

ﾊ）７０点以上７５点未満。
ﾆ）６５点以上７０点未満又は
実績なし。

ﾎ)６５点未満。

⑥出動所要時
間又は距離

出動所要時間と緊急的な応
急対策の実施関係

ｲ）出動所要時間１時間未満又は２０ｋｍ未満 ﾛ）ｲ）以外

⑦建設資機材
等

緊急的な災害応急対策の実
施関係（常用作業員数）。
※建設機械の保有状況を考
慮しても良い。

ｲ）常用作業員１０名以上。 ﾛ）ｲ）以外

⑧不誠実な行
為・安全管理に
係る措置期間終
了後の措置

不誠実な行為安全管理に係
る措置を受けた者が対象。
注）審査日は、８月２５日から
９月５日の間の１日を予定。

ｲ）－２Ａ
・審査日時点で、
措置期間終了日
の翌日から起算し
て当該措置期間と
同期間内の場合。

ﾛ）－Ａ
・審査日時点で、ｲ）の期間終了日の翌日から
起算して当該措置期間の２倍の期間内の場
合。
ﾊ）－Ａ
・審査時点で「文書注意」又は「口頭注意」の措
置期間内の場合。

評価方法 （１）②、③、⑤でＣが一つでもあれば非指名とする。

（２）項目①～⑧のＡの数、工事点数、参考項目を総合的に判断し、順位付けする。

技術審査基準

④安全・労働
福祉

③技術者評価


